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償却資産（固定資産税）の申告をお願いします
問 税務課 資産税係（℡64-1536）

償
却
資
産
は
、
土
地
や
家

屋
以
外
の
事
業
用
資
産
の
こ
と

で
、
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象

と
な
り
ま
す
。
毎
年
、
資
産
所

有
者
か
ら
の
申
告
に
基
づ
き
課

税
さ
れ
ま
す
。

新型コロナウイルス感染症
関  連  情  報

プレミアム付商品券「みやま」を使用できる加盟店を募集します
問 市商工会（℡63-8000、Fax63-8344）

市
商
工
会
で
は
コ
ロ
ナ
禍
で
落
ち
込
む
地
域
経
済
の
回
復
を
支
援
す
る
た

め
、
市
内
限
定
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券（
紙
）お
よ
び「
新
し
い
生
活
様
式
」に
対

応
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
に
よ
る
電
子
商
品
券
を
発
行
し
ま
す
。
発
行
に
あ
た

り
、
商
品
券
を
使
用
で
き
る
店
舗
を
募
集
し
ま
す
。

※
商
工
会
の
会
員
で
な
い
事
業
所
は
、
登
録
料
１
万
２
千
円
が
必
要
で
す
。

【
紙
商
品
券
】（
追
加
募
集
）

■
募
集
期
間　
令
和
３
年
１
月
４
日
㈪
～
１
月
15
日
㈮

※
令
和
２
年
度
に
登
録
し
て
い
る
店
舗
は
、
申
し
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
参
加
資
格
や
申
し
込
み
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
、
市
商
工
会
へ
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
電
子
商
品
券
】（
新
規
募
集
）

■
募
集
期
間　
令
和
３
年
１
月
４
日
㈪
～
２
月
４
日
㈭

■
参
加
資
格　
み
や
ま
市
内
の
事
業
所（
大
型
店
舗
を
除
く
）

※
詳
し
く
は「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
電
子
商
品
券
加
盟
店
募
集
要
項
」で
確
認
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
方
法　
募
集
要
項
を
確
認
の
う
え
、
専
用
の
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
フ
ァ
ク
ス
、
郵
送
ま
た
は
市
商
工
会
へ
持
参
く
だ
さ
い
。

※
要
項
と
申
込
書
は
、
市
商
工
会
、
市
商
工
観
光
課
に
用
意
し
て
い
ま
す
。

※
市
商
工
会
の
会
員
に
は
、
要
項
と
申
込
書
を
郵
送
し
ま
す
。

■
換
金
方
法

届
出
口
座
へ
の
振
り
込
み（
手
数
料
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

※
詳
し
く
は
、
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
電
子
商
品
券
説
明
会（
店
舗
向
け
）

▽
日
時　
令
和
３
年
１
月
25
日
㈪
①
午
後
３
時
～
②
午
後
４
時
30
分
～

　
　
　
（
２
回
と
も
内
容
は
同
じ
で
す
）

▽
場
所　
ま
い
ピ
ア
高
田（
申
し
込
み
不
要
。
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
）

インフルエンザ予防接種助成期間（64歳以下）は1月31日までです
問 健康づくり課 健康係（℡64-1515）

64
歳
以
下
の
人
を
対
象
と
し
た
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ

ク
チ
ン
接
種
の
助
成
期
間
は
1
月
31
日
ま
で
で
す
。

■
助
成
期
間

令
和
3
年
1
月
31
日
ま
で

■
対
象
者

生
後
6
カ
月
か
ら
64
歳
ま
で
の
人

■
助
成
金
額

１
回
あ
た
り
１
５
０
０
円（
残
り
の
費
用
は
自
己
負
担
）

▼
6
ヶ
月
以
上
12
歳
以
下
の
人
＝
１
５
０
０
円
の
2
回
分
ま
で
助
成

▼
13
歳
以
上
64
歳
以
下
の
人
＝
１
５
０
０
円
の
1
回
分
を
助
成

■
接
種
時
に
持
参
す
る
も
の

▽
助
成
券（
10
月
下
旬
に
郵
送
し
て
い
ま
す
）

▽
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

▽
母
子
健
康
手
帳（
乳
幼
児
・
児
童
・
生
徒
）

▽
接
種
費
用（
医
療
機
関
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
）

■
注
意
事
項

※
密
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
必
ず
医
療
機
関
に
事
前
予

約
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
助
成
券
が
利
用
で
き
る
の
は
、
柳
川
山
門
医
師
会
お
よ
び
大

牟
田
医
師
会
の
医
療
機
関
で
す
。
そ
れ
以
外
の
医
療
機
関
で
接

種
し
た
人
や
、
す
で
に
全
額
自
己
負
担
で
接
種
し
た
人
に
は
、

償
還
払
い
を
行
い
ま
す
。
助
成
券
、
領
収
書
、
振
込
通
帳
、
印

鑑
を
持
参
の
う
え
、
本
庁
健
康
づ
く
り
課
健
康
係
で
令
和
3
年

3
月
31
日
ま
で
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
65
歳
以
上
の
人
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
つ
い
て
】

令
和
2
年
10
月
1
日
以
降
に
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防

接
種
を
受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上
の
人
に
も
、
１
５
０
０
円
を

限
度
に
助
成
を
行
い
ま
す
。
希
望
す
る
人
は
、
1
月
31
日
ま
で

に
予
防
接
種
を
お
受
け
く
だ
さ
い（
接
種
時
点
で
は
全
額
自
己
負

担
）。
接
種
後
に
、
領
収
書
、
振
込
通
帳
、
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、

本
庁
健
康
づ
く
り
課
健
康
係
で
令
和
3
年
3
月
31
日
ま
で
に
償

還
払
い
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
で
事
業
収
入
が

減
少
し
た
中
小
事
業
者（
法
人
・

個
人
）の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

令
和
３
年
度
課
税
の
１
年
分
に
限

り
、
事
業
用
家
屋
と
償
却
資
産
の

固
定
資
産
税
を
軽
減
し
ま
す
。

■
対
象
事
業
者
な
ど

令
和
２
年
２
月
～
10
月
ま
で
の

連
続
す
る
３
カ
月
間
の
事
業
収
入

が
、
前
年
の
同
時
期
と
比
べ
て
減
少

し
た
中
小
事
業
者（
法
人
・
個
人
）

▽
30
％
以
上
50
％
未
満
減
少
＝
半

額
を
軽
減

▽
50
％
以
上
減
少
＝
全
額
を
軽
減 

■
対
象
と
な
る
固
定
資
産

中
小
事
業
者（
法
人
・
個
人
）が

所
有
し
、
事
業
の
用
に
供
す
る
家

屋
お
よ
び
償
却
資
産

※
土
地
や
住
宅
用
の
家
屋
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。
事
業
用
と
居
住

用
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
家
屋
は
、

事
業
専
用
割
合
に
応
じ
た
部
分
が

軽
減
の
対
象
で
す
。

■
申
請
方
法

①
申
告
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関

等
よ
り
確
認
を
受
け
る
。

②
申
告
書
な
ど
の
必
要
書
類
を
税

務
課
資
産
税
係
へ
提
出
。

③
令
和
３
年
度
分
の
事
業
用
家
屋

お
よ
び
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資

産
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

申
告
は

令
和
３
年
２
月
１
日
㈪
ま
で

Ｑ
．償
却
資
産
の
対
象
に
な
る

も
の
は
何
で
す
か
？

Ａ
．１
月
１
日
現
在
で
、
会
社

や
個
人
が
事
業
の
た
め
に
市
内
に

所
有
し
て
い
る
構
築
物
、
機
械
、

器
具
、
備
品
な
ど
の
資
産
で
す
。

Ｑ
．誰
が
申
告
す
る
の
で
す
か
？

Ａ
．償
却
資
産
を
所
有
す
る
全

て
の
事
業
者（
法
人
・
個
人
）よ

り
申
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
本
市
で
は
、
償
却
資

産
所
有
の
状
況
を
把
握
す
る
た

め
、
該
当
す
る
資
産
が
無
い
事

業
者（
法
人
・
個
人
）に
つ
い
て

も
申
告
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
．申
告
は
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
よ
い
で
す
か
？

Ａ
．償
却
資
産
申
告
書
お
よ
び

種
類
別
明
細
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
押
印
の
う
え
税
務
課 

資
産
税
係
、
各
支
所
市
民
サ
ー

ビ
ス
係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
償
却
資
産
課
税
台

帳
に
登
録
済
の
事
業
者
に
は
、
毎

年
12
月
中
に
申
告
書
等
を
送
付

し
ま
す
。
事
業
者
の
方
で
申
告
書

が
届
か
な
い
場
合
は
税
務
課
ま
で

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
償
却
資
産
の
所
有
者
に
は
、

法
令
に
よ
り
申
告
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。
未
申
告
に
は
過
料

が
、
虚
偽
申
告
に
は
懲
役
ま
た

は
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
期
限
内
に
、
適
正

な
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
申
告
期
間

令
和
３
年
1
月
４
日
㈪
～

２
月
１
日
㈪

■
提
出
先

税
務
課 

資
産
税
係
、
各
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
係

■
提
出
書
類

❶
申
告
書（
認
定
経
営
革
新
等
支

援
機
関
等
の
確
認
印
が
押
さ
れ
た

も
の
）

❷
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関

等
に
提
出
し
た
書
類
と
同
じ
も
の

（
写
し
可
）　

中小事業者の固定資産税（令和3年度分）を軽減します
問 税務課 資産税係（℡64-1536）

固
定
資
産
税
の
対
象

土　地

家　屋

償却資産
事業用資産

※自動車および軽自動
車などは除外されます。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者が対象です

▼
収
入
が
減
少
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
類（
会
計
帳
簿
や
青
色

申
告
決
算
書
の
写
し
な
ど
）

▼
特
例
対
象
家
屋
の
事
業
専
用

割
合
を
示
す
書
類（
青
色
申
告

決
算
書
の
写
し
や
家
屋
の
見
取

り
図
な
ど
）

▼
猶
予
の
金
額
や
期
間
な
ど
を

確
認
で
き
る
書
類(

収
入
の
減

少
に
不
動
産
賃
料
の「
猶
予
」が

含
ま
れ
る
場
合)

■
申
請
期
限

令
和
３
年
２
月
１
日
㈪

■
提
出
先

み
や
ま
市
役
所 

税
務
課 

資
産

税
係

※
申
告
書
は
税
務
課
資
産
税
係
に

備
え
付
け
て
い
ま
す
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

※「
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関

等
」と
は
、
認
定
を
受
け
た
税
理

士
、
公
認
会
計
士
、
中
小
企
業
診

断
士
や
商
工
会
議
所
な
ど
の
機
関

で
す
。

土地・家屋以外

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
発
行
事
業(

追
加
発
行)

■
商
品
券
名
称　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券「
み
や
ま
」

■
発
行
者　
み
や
ま
市
商
工
会

■
販
売
総
額　
１
億（
内
訳
：
紙
5
千
万
円
、
電
子
5
千
万
円
）

■
プ
レ
ミ
ア
ム
率　
紙
、
電
子
と
も
に
25
％

■
販
売
期
間　
令
和
３
年
３
月
８
日
㈪
～

■
使
用
期
間　
令
和
３
年
３
月
８
日
㈪
か
ら
６
月
30
日
㈬
ま
で

か

み
つ


